○鳥取県道路占用許可基準（S63.3.24）
　このことについて、別紙のとおり定めましたので、下記事項に留意の上、今後の取扱いに遺憾のないようにしてください。

記
1　鳥取県道路占用許可基準(以下「基準」という。)１について
（1）道路を占用することができる工作物、物件又は施設は限定列挙であり、これら以外による特別使用関係を認めない趣旨であること。

（2）道路法第32条第1項第1号から第5号までの各号に列挙された物件の末尾に「その他これらに類ずる工作物(物件、施設)」という抽象的文言が付されているので、その用途及び形態等から合理的に解釈できるものは占用物件として取り扱うべきであるが、その解釈に当たっては限定列挙の趣旨に反しないよう厳格に判断すること。なお、「工作物へ物件、施設」の区別は重要でなく、すべての有形物を含む意に解されている。

（3）一般に道路の占用は、一般国民の税負担により建設、管理される公共用物である道路の使用であること及び多少なりとも道路本来の使用である一般交通を阻害するものであることを考慮し、原則として特定人の営利目的のための公共性のない占用は認めるべきではないこと。

2　基準2について

「道路敷地外に余地がない」とは、単に地形上の事由のみでなく、社会的、経済的な事情等諸般の事情による客観的な一般基準で決せられるべきものであるので、申請者の個人的な事情を考慮する必要はないこと。

3　基準6について

　法令上は対人的許可基準は明記されていないが、道路法の目的から「誰」に道路の占用(特許使用)を認めるかは、重要な要件である。

　なぜなら、占用許可の際には一般交通に支障を及ぼさないと判断された物件であっても、管理が不十分であるがゆえに破損等により一般交通を阻害することも考えられる。すなわち、占用許可後、占用を許可してなおかつ円滑な一般交通が確保されるか否かは、占用許可を受けた者に対して課される義務を履行するか否かにも大きく左右されるものであり、「誰」に道路の占用を許可するのかということは、占用の本質的要件を構成するものである。

　よって、占用許可に当たっては、「誰」に道路の占用を認めるのかということについて、十分に配慮すること。

【別紙】
1　道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条に規定する工作物、物件又は施設に該当するものであること。(法第33条)

2　道路敷地外に余地がないためやむを得ないものであること。(法第33条)

3　占用の期間、場所及び構造、工事の実施の方法、工事の期間並びに道路の復旧方法等が次の各号に掲げる基準等に適合又は準拠したものであること。
（1）鳥取県道路占用許可個別基準

（2）鳥取県橋梁添架基準

（3）鳥取県舗装道路掘削抑制基準

（4）鳥取県道路占用工事共通仕様書

（5）道路の工事現場における保安施設設置基準

（6）道路工事の夜間作業等実施基準
4　道路構造令(昭和45年政令第320号)第12条に定める建築限界をおかさないものであること。
5　将来の道路計画及び都市計画その他周辺の土地利用計画と調整されていること。
6　道路を占用しようとする者は、道路関係法令及び占用許可条件を遵守し、適正な施設の設置及び管理能力を有する者であること。
